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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像と、該映像の一部の領域を表す部分領域情報とを含む映像コンテンツを再生し、表
示部に出力する映像再生装置であって、
　前記表示部に出力する映像の領域を変更する領域変更手段と、
　前記領域変更手段を制御する制御手段と、
を備え、
　前記制御手段は、再生する映像コンテンツが過去に再生されたことがあるか否かを判断
し、
　前記制御手段は、
　再生する映像コンテンツが過去に再生されたことがないと判断した場合には、再生開始
時に全領域の映像を前記表示部に出力し、所定時間経過後に前記部分領域情報で指定され
ている領域の映像を前記表示部に出力するように、前記領域変更手段を制御し
　再生する映像コンテンツが過去に再生されたことがあると判断した場合には、再生開始
時に全領域の映像の出力を省略し、前記部分領域情報で指定されている領域の映像を前記
表示部に出力するように、前記領域変更手段を制御する
ことを特徴とする映像再生装置。
【請求項２】
　前記映像コンテンツは、放送番組の映像コンテンツであり、
　前記再生開始時は、ユーザーによる前記放送番組の選局時である
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ことを特徴とする請求項１に記載の映像再生装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記表示部に出力される映像の領域が全領域から前記部分領域情報で
指定されている領域へ段階的に変化するように前記領域変更手段に指示する
ことを特徴とする請求項１または２に記載の映像再生装置。
【請求項４】
　前記表示部で表示可能な最大解像度を表す解像度情報を取得する解像度情報取得手段を
さらに備え、
　前記部分領域情報で指定されている領域が複数存在する場合に、
　前記制御手段は、前記解像度情報に基づいて、前記部分領域情報で指定されている複数
の領域から一つの領域を選択し、
　前記制御手段は、前記選択した領域の映像を前記表示部に出力するように、前記領域変
更手段を制御する
ことを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の映像再生装置。
【請求項５】
　前記部分領域情報で指定されている領域が複数存在する場合に、
　前記制御手段は、
　前記部分領域情報で指定されている複数の領域のうち、前記解像度情報が表す最大解像
度以下の解像度の領域を選択し、
　前記解像度情報が表す最大解像度以下の解像度の領域が複数存在する場合には、それら
の領域のうち解像度が最も高い領域を選択する
ことを特徴とする請求項４に記載の映像再生装置。
【請求項６】
　少なくとも、絵、文字、または、記号のいずれかを描画する描画手段をさらに備え、
　前記制御手段は、再生開始時に前記部分領域情報で指定されている領域を表す画像を描
画するように、前記描画手段に指示する
ことを特徴とする請求項１から５のいずれか１項に記載の映像再生装置。
【請求項７】
　前記制御手段は、所定時間経過後、前記描画された画像を消去するように前記描画手段
に指示する
ことを特徴とする請求項６に記載の映像再生装置。
【請求項８】
　前記描画手段は、前記部分領域情報で指定されている領域の周囲を囲う枠を描画する
ことを特徴とする請求項６または７に記載の映像再生装置。
【請求項９】
　前記制御手段は、前記部分領域情報で指定されている領域が複数存在する場合に、領域
ごとに異なる色の画像を描画するように前記描画手段に指示する
ことを特徴とする請求項６から８のいずれか１項に記載の映像再生装置。
【請求項１０】
　前記制御手段は、
　　再生する映像コンテンツが現時刻から所定時間前までの期間内に再生されたことがあ
るか否かを判断し、
　　再生する映像コンテンツが現時刻から所定時間前までの期間内に再生されたことがな
いと判断した場合に、再生する映像コンテンツが過去に再生されたことがないと判断し、
　　再生する映像コンテンツが現時刻から所定時間前までの期間内に再生されたことがあ
ると判断した場合に、再生する映像コンテンツが過去に再生されたことがあると判断する
ことを特徴とする請求項１～９のいずれか１項に記載の映像再生装置。
【請求項１１】
　映像と、該映像の一部の領域を表す部分領域情報とを含む映像コンテンツを再生する再
生ステップと、
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　再生する映像コンテンツが過去に再生されたことがあるか否かを判断する判断ステップ
と、
　映像を表示部に出力する出力ステップと、
を含み、
　前記出力ステップでは、
　再生する映像コンテンツが過去に再生されたことがないと判断された場合に、再生開始
時に全領域の映像が前記表示部に出力され、所定時間経過後に前記部分領域情報で指定さ
れている領域の映像が前記表示部に出力され、
　再生する映像コンテンツが過去に再生されたことがあると判断された場合に、再生開始
時に全領域の映像の出力が省略され、前記部分領域情報で指定されている領域の映像が前
記表示部に出力される
ことを特徴とする映像再生装置の制御方法。
【請求項１２】
　前記映像コンテンツは、放送番組の映像コンテンツであり、
　前記再生開始時は、ユーザーによる前記放送番組の選局時である
ことを特徴とする請求項１１に記載の映像再生装置の制御方法。
【請求項１３】
　前記出力ステップでは、前記表示部に出力される映像の領域が全領域から前記部分領域
情報で指定されている領域へ段階的に切り替えられる
ことを特徴とする請求項１１または１２に記載の映像再生装置の制御方法。
【請求項１４】
　表示部で表示可能な最大解像度を表す解像度情報を取得する解像度情報取得ステップを
さらに含み、
　前記部分領域情報で指定されている領域が複数存在する場合に、
　前記出力ステップでは、
　前記解像度情報に基づいて、前記部分領域情報で指定されている複数の領域から一つの
領域が選択され、
　前記選択された領域の映像が前記表示部に出力される
ことを特徴とする請求項１１～１３のいずれか１項に記載の映像再生装置の制御方法。
【請求項１５】
　前記部分領域情報で指定されている領域が複数存在する場合に、
　前記出力ステップでは、
　前記部分領域情報で指定されている複数の領域のうち、前記解像度情報が表す最大解像
度以下の解像度の領域が選択され、
　前記解像度情報が表す最大解像度以下の解像度の領域が複数存在する場合には、それら
の領域のうち解像度が最も高い領域が選択される
ことを特徴とする請求項１４に記載の映像再生装置の制御方法。
【請求項１６】
　少なくとも、絵、文字、または、記号のいずれかを描画する描画ステップをさらに含み
、
　前記描画ステップでは、再生開始時に前記部分領域情報で指定されている領域を表す画
像が描画される
ことを特徴とする請求項１１から１５のいずれか１項に記載の映像再生装置の制御方法。
【請求項１７】
　所定時間経過後、前記描画された画像を消去する消去ステップをさらに含む
ことを特徴とする請求項１６に記載の映像再生装置の制御方法。
【請求項１８】
　前記描画ステップでは、前記部分領域情報で指定されている領域の周囲を囲う枠が描画
される
ことを特徴とする請求項１６または１７に記載の映像再生装置の制御方法。
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【請求項１９】
　前記描画ステップでは、前記部分領域情報で指定されている領域が複数存在する場合に
、領域ごとに異なる色の画像が描画される
ことを特徴とする請求項１６から１８のいずれか１項に記載の映像再生装置の制御方法。
【請求項２０】
　前記判断ステップでは、
　　再生する映像コンテンツが現時刻から所定時間前までの期間内に再生されたことがあ
るか否かが判断され、
　　再生する映像コンテンツが現時刻から所定時間前までの期間内に再生されたことがな
いと判断された場合に、再生する映像コンテンツが過去に再生されたことがないと判断さ
れ、
　　再生する映像コンテンツが現時刻から所定時間前までの期間内に再生されたことがあ
ると判断された場合に、再生する映像コンテンツが過去に再生されたことがあると判断さ
れる
ことを特徴とする請求項１１～１９のいずれか１項に記載の映像再生装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、映像と、該映像の一部の領域を表す部分領域情報とを含む映像コンテンツを
再生し、表示装置に出力する映像再生装置及びその制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、放送されている映像及び光ディスクに記録されている映像などはＳＤ規格の７２
０×４８０ピクセル程度から１９２０×１０８０ピクセルへと高精細化が進んでいる。さ
らに、次世代放送の高度衛星デジタル放送規格では７６８０×４３２０ピクセルの映像が
予定されている。そこで、高精細な映像（放送（記録）されている映像；全体映像）の一
部分の映像（部分映像）、例えば、作成者やユーザーにとって重要な部分の映像を、該ユ
ーザーの指示に従って拡大表示させる再生装置が提案されている。
【０００３】
　例えば、全体映像内において特に重要と思われる領域（部分領域）の情報（部分領域情
報）をメタ情報として映像に多重化し、ユーザーの指示に応じてその部分領域の映像（部
分映像）を拡大・再生するという方法が検討されている。それにより、携帯端末のような
表示領域が小さい再生装置でも大きな被写体の映像を楽しめることが可能となる。また、
部分映像を拡大表示する場合に、映像認識画面を同時に表示させることで、再生映像（部
分映像）が全体映像のどの部分に対応しているかを容易に知ることを可能にする従来技術
（例えば、特許文献１参照）がある。部分領域情報が映像に多重化された映像コンテンツ
の放送は、広画角放送とも呼ばれる（映像の全領域を全体画角、一部の領域を部分画角と
も呼ぶ）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平０６－００６７１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　映像コンテンツが、映像と、該映像の一部の領域（例えば、重要な被写体の領域）を表
す部分領域情報とを含む映像コンテンツである場合には、通常、映像再生装置は再生開始
時に全体映像を表示する。しかし、携帯端末のような表示領域が小さい再生装置で再生す
る場合には、重要な被写体が小さく表示されてしまうため、ユーザーは再生開始時に映像
コンテンツの内容（重要な被写体）を容易に把握することができない。一方、再生開始時
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に部分映像を表示すると、ユーザーは映像コンテンツの内容（重要な被写体）を把握し易
いが、再生映像が部分映像なのか否かを把握し難い。さらに、ユーザーは、再生映像が部
分映像である場合に、部分映像と全体映像との位置関係（部分映像が全体映像内のどの部
分の映像なのか）を把握することができない。また、前述の従来技術を用いて部分映像と
全体映像との位置関係を知らせる場合には、部分映像に映像認識画面を重ねなければなら
ない。部分映像に重ならないように映像認識画面を表示する場合には、部分映像をさらに
小さく表示しなければならない。そのため、重要な被写体を確認し難くなってしまう虞が
ある。
【０００６】
　そこで、本発明は、重要な被写体を確認し易い映像表示を可能にする映像再生装置およ
びその制御方法を提供することを目的とする。具体的には、視聴している映像が該映像の
一部の領域を表す情報を含む映像コンテンツであること、全体映像と部分映像の位置関係
をユーザーに認識させることのできる映像再生装置およびその制御方法を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の映像再生装置は、
　映像と、該映像の一部の領域を表す部分領域情報とを含む映像コンテンツを再生し、表
示部に出力する映像再生装置であって、
　前記表示部に出力する映像の領域を変更する領域変更手段と、
　前記領域変更手段を制御する制御手段と、
を備え、
　前記制御手段は、再生する映像コンテンツが過去に再生されたことがあるか否かを判断
し、
　前記制御手段は、
　再生する映像コンテンツが過去に再生されたことがないと判断した場合には、再生開始
時に全領域の映像を前記表示部に出力し、所定時間経過後に前記部分領域情報で指定され
ている領域の映像を前記表示部に出力するように、前記領域変更手段を制御し
　再生する映像コンテンツが過去に再生されたことがあると判断した場合には、再生開始
時に全領域の映像の出力を省略し、前記部分領域情報で指定されている領域の映像を前記
表示部に出力するように、前記領域変更手段を制御する
ことを特徴とする。
【０００８】
　本発明の映像再生装置の制御方法は、
　映像と、該映像の一部の領域を表す部分領域情報とを含む映像コンテンツを再生する再
生ステップと、
　再生する映像コンテンツが過去に再生されたことがあるか否かを判断する判断ステップ
と、
　映像を表示部に出力する出力ステップと、
を含み、
　前記出力ステップでは、
　再生する映像コンテンツが過去に再生されたことがないと判断された場合に、再生開始
時に全領域の映像が前記表示部に出力され、所定時間経過後に前記部分領域情報で指定さ
れている領域の映像が前記表示部に出力され、
　再生する映像コンテンツが過去に再生されたことがあると判断された場合に、再生開始
時に全領域の映像の出力が省略され、前記部分領域情報で指定されている領域の映像が前
記表示部に出力される
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
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　本発明によれば、重要な被写体を確認し易い映像表示を可能にする映像再生装置および
その制御方法を提供することができる。具体的には、視聴している映像が該映像の一部の
領域を表す情報を含む映像コンテンツであること、全体映像と部分映像の位置関係をユー
ザーに認識させることのできる映像再生装置およびその制御方法を提供することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、実施例１に係る映像再生装置の構成の一例を示すブロック図である。
【図２】図２は、コンポーネント記述子の構造を示す図である。
【図３】図３は、コンポーネント記述子のｃｏｍｐｏｎｅｎｔ＿ｔｙｐｅに記述されてい
る情報の定義を示す図である。
【図４】図４は、全体映像の一例を示す図である。
【図５】図５は、部分映像の一例を示す図である。
【図６】図６は、実施例１に係る映像再生装置において特徴的な処理の流れを示すフロー
チャートである。
【図７】図７は、実施例２に係る映像再生装置の構成の一例を示すブロック図である。
【図８】図８は、実施例２に係る映像再生装置において特徴的な処理の流れを示すフロー
チャートである。
【図９】図９は、部分領域識別画像の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　＜実施例１＞
　以下、本発明の実施形態の具体的な実施例（実施例１）について、図面を参照して説明
する。本実施例に係る映像再生装置は、映像と、該映像の一部の領域を表す部分領域情報
とを含む映像コンテンツを再生し、表示装置に出力する。
【００１２】
　図１は実施例１に係る映像再生装置の構成の一例を示すブロック図である。図１に示す
ように、本実施例に係る映像再生装置は、アンテナ１０１、情報取得部１０２、信号分離
部１０３、映像再生部１０４、メタデータ処理部１０５、領域変更部１０６、表示部１０
７、制御部１０８、タイマ１０９などを有する。なお、本実施例では、映像コンテンツ（
放送番組）の一例として、アンテナから受信する高度衛星デジタル放送番組を用いる場合
について説明する。
【００１３】
　アンテナ１０１は、映像データ、音声データ、メタデータなどが多重化され、且つ、デ
ジタル変調された複数のデジタルテレビジョン放送信号（映像コンテンツ；放送番組）を
受信する。
【００１４】
　情報取得部１０２は、制御部１０８の指示により、上記複数の放送番組から任意の放送
番組を選択する。そして、選択された放送番組に対し、復調、誤り訂正処理などを行い、
ＭＰＥＧ２－ＴＳ（Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　Ｓｔｒｅａｍ：トランスポートストリーム）信
号を取得し、出力する。
【００１５】
　信号分離部１０３は、選局された番組のパケットＩＤにしたがって、多重化されたＭＰ
ＥＧ２－ＴＳ信号から映像データ（映像情報）、メタデータ（メタ情報）を分離し、それ
ぞれ、映像再生部１０４、メタデータ処理部１０５に送る。なお、多重化されたＭＰＥＧ
２－ＴＳ信号が音声データおよびデータ放送（マルチメディア）データを含む場合もある
が、図１にはそれらのデータを処理するための構成については図示していない。
【００１６】
　映像再生部１０４は、ＩＴＵ－Ｔ　Ｒｅｃ．　Ｈ．２６４　／　ＩＳＯ／ＩＥＣ１４４
９６－１０　ＭＰＥＧ－４　Ｐａｒｔ１０　Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｖｉｄｅｏ　Ｃｏｄｉｎ
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ｇで符号化された映像データを復号し、復号された映像データを領域変更部１０６へ送る
。
【００１７】
　メタデータ処理部１０５は、信号分離部１０３でＭＰＥＧ２－ＴＳ信号をフィルタリン
グするための情報や、本発明で特徴的な全体映像と部分映像に関する情報を、メタデータ
から抽出する。具体的には、それらの情報を、ＡＲＩＢ（Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ　ｏｆ
　Ｒａｄｉｏ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ　ａｎｄ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓｅｓ：電波産業会）の
ＳＴＤ－Ｂ１０で規定されるＰＳＩ／ＳＩ（Ｐｒｏｇｒａｍ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｆ
ｏｒｍａｔｉｏｎ／Ｓｐｅｃｉｆｉｃ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ）テーブルに記述される
ＥＩＴ（Ｅｖｅｎｔ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ　Ｔａｂｌｅ）、もしくはＰＭＴ（Ｐｒｏ
ｇｒａｍ　Ｍａｐ　Ｔａｂｌｅ）内のコンポーネント記述子のコンポーネント種別（ｃｏ
ｍｐｏｎｅｎｔ＿ｔｙｐｅ）から抽出する。
【００１８】
　領域変更部１０６は制御部１０８からの指示に従い、表示装置（表示部１０７）に出力
する映像の領域を変更する。例えば、全領域の映像（全体映像）を出力する場合には、映
像再生部１０４から送られた映像データを出力する。一部分の領域の映像（部分映像）を
出力する場合には、部分領域情報で指定されている領域の映像を切り出して出力する。な
お、領域変更部１０６は、出力する映像の解像度を表示部１０７の解像度に変更する。即
ち、表示部１０７の解像度よりも小さい解像度の映像は、表示部１０７の解像度に拡大さ
れてから出力され、表示部１０７の解像度よりも大きい解像度の映像は、表示部１０７の
解像度に縮小されてから出力される。
【００１９】
　表示部１０７は、領域変更部１０６から出力された映像信号を表示する。表示部１０７
としては、電子放出素子を有する表示パネル、液晶ディスプレイパネル、プラズマディス
プレイパネル、有機ＥＬディスプレイパネルなど、種々の表示パネルを適用すればよい。
なお、本実施例では、映像再生装置が表示部１０７を有する構成としたが、表示部１０７
は外部の機器であってもよい。
【００２０】
　制御部１０８は、映像再生装置が有する各機能を制御する。
【００２１】
　タイマ１０９は、装置内で時間をカウントする。
【００２２】
　次に、信号分離部１０３によって得られるメタデータについて詳しく説明する。具体的
には、上述したコンポーネント記述子について説明する。
【００２３】
　図２は、コンポーネント記述子の構造を示す図である。ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ＿ｔｙｐｅ
には、８ビットのフィールドに全体映像の解像度の情報が記述されている。例えば、ｃｏ
ｍｐｏｎｅｎｔ＿ｔｙｐｅには、０ｘ０１、０ｘＢ１、０ｘＦ３、０ｘＦ２などが記述さ
れている。０ｘ０１は４８０ｉ、０ｘＢ１は１０８０ｉ、０ｘＦ３は４３２０ｐ且つ通常
番組（部分領域情報を含まない放送番組）、０ｘＦ２は４３２０ｐ且つ部分領域情報を含
む放送番組などのように定義されている（図３）。そのため、制御部１０８は、ｃｏｍｐ
ｏｎｅｎｔ＿ｔｙｐｅから放送番組の全体映像の解像度および部分領域情報の有無を判別
することができる。
【００２４】
　部分領域情報がある場合には、部分領域情報はｔｅｘｔ＿ｃｈａｒに記述されている。
例えば、部分領域の基準座標（領域の左下を示す座標）を（ｘ，ｙ）、部分領域のサイズ
をｗ（幅）、ｈ（高さ）とし、それぞれを２Ｂｙｔｅで表し、それらを連続して並べたも
のが記述されている。図４は全体映像の一例であり、図５は図４の一部分（部分領域）で
ある。図４，５の例では、ｘ＝１、ｙ＝２１６１、ｗ＝１９２０、ｈ＝１０８０である。
１６進数（２ｂｙｔｅ）で表すと、ｘ＝０ｘ０００１、ｙ＝０ｘ０８７１、ｗ＝０ｘ０７
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８０、ｈ＝０４３８となり、これらを連続して並べたもの、即ち、０００１０８７１０７
８００４３８がｔｅｘｔ＿ｃｈａｒに記述される。それにより、制御部１０８は、ｔｅｘ
ｔ＿ｃｈａｒから部分領域情報を把握することができる。映像再生装置は、部分領域情報
を用いることにより、表示部１０７で部分映像を表示することが可能となる。具体的には
、制御部１０８が、部分領域情報で指定されている領域の映像を表示部１０７に出力する
ように領域変更部１０６を制御することによりなされる。
【００２５】
　次に、本実施例に係る映像再生装置において特徴的な処理（制御部１０８の処理）の流
れについて、図６のフローチャートを用いて、詳しく説明する。ステップＳ６０１からス
テップＳ６０８の処理は、映像再生装置の起動と共に開始され、映像再生装置の終了と共
に終了される。
【００２６】
　まず、制御部１０８が、ユーザーからのリモートコントローラによる選局指示があるか
どうかを判断する（ステップＳ６０２）。選局の指示が成されたと判断された場合には（
ステップＳ６０２：ＹＥＳ）、制御部１０８はユーザーからの指示に従い、情報取得部１
０２に選局された放送番組の取得（選択）を指示する。
【００２７】
　次に、制御部１０８が、メタデータ処理部１０５から上記放送番組のメタデータを取得
する（ステップＳ６０３）。具体的には、メタデータとして、放送番組の全体映像の解像
度の情報や部分領域情報を取得する。
【００２８】
　そして、制御部１０８が領域変更部１０６に全領域の映像を表示部１０７に出力するよ
うに指示する（ステップＳ６０４）。即ち、再生開始時（ユーザーによるデジタル放送番
組の選局時）に映像全体を表示部１０７で表示するように指示する。
【００２９】
　次に、制御部１０８が、放送番組が部分領域情報を含んでいるかどうか判断する（ステ
ップＳ６０５）。放送番組が部分領域情報を含んでいない場合には（ステップＳ６０５：
ＮＯ）、ステップＳ６０８に進む。そして、映像再生装置が起動していればステップＳ６
０１からの処理を繰り返す。放送番組が部分領域情報を含んでいる場合には（ステップＳ
６０５：ＹＥＳ）、ステップＳ６０６へ進む。
【００３０】
　ステップＳ６０６では、制御部１０８が、タイマ１０９でカウントされている時間を確
認する。具体的には、映像全体が表示部１０７で表示されてから所定時間が経過したこと
を確認する。所定時間はどのような時間であってもよく、ユーザーが適宜変更可能なもの
とする（５秒、１０秒、６０秒など）。
【００３１】
　そして、所定時間経過後、制御部１０８が部分領域情報で指定されている領域の映像を
表示部１０７に出力するように、領域変更部１０６に指示し（ステップＳ６０７）、ステ
ップＳ６０８へ進む。それにより、部分映像が表示部１０７で表示される。
【００３２】
　以上述べたように、本実施例によれば、部分領域情報を含む映像コンテンツを再生した
ときに、まず全体映像が表示され、所定時間後、部分映像に表示が切り換えられる。それ
により、一度表示された他の映像（部分映像以外の部分）に興味を誘い、感覚的に再生中
の映像が部分映像であることをユーザーに認識させることができる。即ち、視聴している
映像が該映像の一部の領域を表す情報を含む映像コンテンツであることをユーザーに認識
させることができる。また、表示を全体映像から部分映像に切り換えることで、全体映像
と部分映像の位置関係をユーザーに認識させることができる。
【００３３】
　なお、本実施例では、映像と、該映像の一部の領域を表す部分領域情報とを含む映像コ
ンテンツの一例として、高度衛星デジタル放送番組を用いたが、映像コンテンツはこれに
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限らない。そのような映像コンテンツは、地上デジタル放送番組、ＣＡＴＶ放送番組、Ｉ
Ｐ通信を用いた放送番組、ブルーレイディスク等に保存される蓄積コンテンツなどであっ
てもよい。映像コンテンツから部分領域情報を取得することができれば、同様の処理を行
うことができる。
【００３４】
　なお、本実施例では、複数のデジタルテレビジョン放送信号から任意のデジタル放送番
組が選局された時（ユーザーによるデジタル放送番組の選局時）を再生開始時としたが、
再生開始時はこれに限らない。例えば、前述した蓄積コンテンツの再生指示時や、放送番
組の切り換わり時を再生開始時としてもよい。放送番組の切り換わりは、ＥＩＴで検出す
ることができる。
【００３５】
　なお、本実施例では、全体映像から部分映像への切り換わりについて特に言及していな
いが、全体映像から部分映像へは一度に切り換わってもよいし、全体映像から部分映像へ
段階的に変化するように切り換わってもよい。段階的に変化させることにより、連続的か
つ滑らかな映像の切り換えを行うことができる（違和感の無い映像の切換が可能となる）
。それにより、ユーザーに全体映像と部分映像の位置関係をより確実に認識させることが
できる。
【００３６】
　全体映像から部分映像へ段階的に変化させるためには、表示装置に出力される映像の領
域を全領域から部分領域情報で指定されている領域へ段階的に変化させればよい。その方
法の一例について図４，５を用いて説明する。図４の例では、全体映像の位置（領域の左
下を示す座標（Ｘ１，Ｙ１））及びサイズ（幅Ｗ１、高さＨ１）は、Ｘ１＝１、Ｙ１＝１
、Ｗ１＝７６８０、Ｈ１＝４３２０で表される。図５の例では、部分映像の位置（領域の
左下を示す座標（Ｘ２，Ｙ２））及びサイズ（幅Ｗ２、高さＨ２）は、Ｘ２＝１、Ｙ２＝
２１６１、Ｗ２＝１９２０、Ｈ２＝１０８０で表される。全体映像から部分映像までの遷
移をｎ段階でおこなう場合に、ｉ番目に出力される映像の位置及びサイズは、以下の式を
解くことによって得られる（ｉ＝１，２，３・・・ｎ）。
　　　　　　　　　　Ｘｉ＝Ｘ１＋（Ｘ２－Ｘ１）×ｉ／ｎ
　　　　　　　　　　Ｙｉ＝Ｙ１＋（Ｙ２－Ｙ１）×ｉ／ｎ
　　　　　　　　　　Ｗｉ＝Ｗ１－（Ｗ１－Ｗ２）×ｉ／ｎ
　　　　　　　　　　Ｈｉ＝Ｈ１－（Ｈ１－Ｈ２）×ｉ／ｎ
【００３７】
　なお、放送番組が複数の部分領域情報を含んでいる場合、即ち、部分領域情報で指定さ
れている領域（部分領域）が複数存在する場合には、複数の領域のうちいずれかの領域の
映像に切り換えればよい。例えば、全体映像から、コンポーネント記述子に記載されてい
る複数の部分領域のうち一番初めに記述されている部分領域の映像に切り換えればよい。
どの部分領域の映像に切り換えるかは特に限定されない。
【００３８】
　＜実施例２＞
　以下、本発明の実施形態の具体的な実施例（実施例２）について、図面を参照して説明
する。なお、本実施例では実施例１と同様の機能・構成についての説明を省略する。
【００３９】
　図７は実施例２に係る映像再生装置の構成の一例を示すブロック図である。図７に示す
ように、本実施例に係る映像再生装置は、アンテナ７０１、情報取得部７０２、信号分離
部７０３、映像再生部７０４、メタデータ処理部７０５、領域変更部７０６、制御部７０
７、タイマ７０８を有する。これらの機能は実施例１と同様である。図７の例では、映像
再生装置は、さらに、描画部７０９、合成部７１０、解像度情報取得部７１１、記憶部７
１２を有する。そして、本実施例に係る映像再生装置は、表示可能な最大解像度が１０８
０ｉである外部表示部７１３に接続されている。外部表示部７１３は、実施例１の表示部
１０７と同様のため説明は省略する。
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【００４０】
　描画部７０９は、少なくとも、絵、文字、または、記号のいずれかを描画する。具体的
には、制御部７０７から部分領域情報と外部表示部７１３の最大解像度を表す解像度情報
を取得し、制御部７０７からの描画指示に従い画像を描画（作成）し、合成部７１０に送
る。また、制御部７０７からの描画された画像の消去指示に従い、描画を終了する。なお
、描画される画像は、部分領域情報で指定されている領域を表すものであり、本実施例で
は描画部７０９は部分領域情報で指定されている領域の周囲を囲う枠を描画する。以後、
描画部７０９で作成される画像を部分領域識別画像と呼ぶ。
【００４１】
　合成部７１０は、領域変更部７０６から送られる映像（映像信号）と描画部７０９から
送られる部分領域識別画像（画像信号）とを合成する。合成された映像（合成映像）は外
部表示部７１３に送られる。外部表示部７１３では、合成部７１０から送られた映像が表
示される。
【００４２】
　解像度情報取得部７１１は、外部表示部７１３が映像再生装置に接続されたことを検出
すると同時に、外部表示部７１３から解像度情報を読み出し、制御部７０７に送る。
【００４３】
　記憶部７１２は、制御部７０７がメタデータ処理部７０５から入手した映像コンテンツ
の番組情報を記憶する。番組情報は、例えば、ＥＩＴのｅｖｅｎｔ情報部に記載される短
形式イベント記述子であり、映像コンテンツの番組名および番組に関する説明などである
。
【００４４】
　次に、本実施例に係る映像再生装置において特徴的な処理（制御部７０７の処理）の流
れについて、図８のフローチャートを用いて、詳しく説明する。ステップＳ８０１からス
テップＳ８１１の処理は、映像再生装置の起動と共に開始され、映像再生装置の終了と共
に終了される。
【００４５】
　まず、制御部７０７が、ユーザーからのリモートコントローラによる選局指示があるか
どうかを判断する（ステップＳ８０２）。選局の指示が成されたと判断された場合には（
ステップＳ８０２：ＹＥＳ）、制御部７０７はユーザーからの指示に従い、情報取得部７
０２に選局された放送番組の取得（選択）を指示する。
【００４６】
　次に、制御部７０７が、メタデータ処理部７０５から上記放送番組のメタデータを取得
する（ステップＳ８０３）。具体的には、メタデータとして、放送番組の全体映像の解像
度の情報や部分領域情報を取得する。
【００４７】
　そして、制御部７０７が、放送番組が部分領域情報を含んでいるかどうか判断する（ス
テップＳ８０４）。放送番組が部分領域情報を含んでいない場合には（ステップＳ８０４
：ＮＯ）、ステップＳ８０５に進む。ステップＳ８０５では、全領域の映像を外部表示部
７１３に出力するように領域変更部７０６に指示する。それにより、全体映像が外部表示
部７１３で表示される。放送番組が部分領域情報を含んでいる場合には（ステップＳ８０
４：ＹＥＳ）、ステップＳ８０６へ進む。
【００４８】
　ステップＳ８０６では、制御部７０７が、再生する映像コンテンツの番組情報と、記憶
部７１２に記憶される番組情報とを比較し、再生する映像コンテンツが過去に再生された
ことがあるか否かを判断する。具体的には、再生する映像コンテンツと過去に再生された
映像コンテンツの番組名および番組に関する説明を比較することにより、再生する映像コ
ンテンツが過去に再生されたことがあるか否かを判断する。再生する映像コンテンツが過
去に再生されたことがあると判断された場合には（ステップＳ８０６：ＹＥＳ）、ステッ
プＳ８１０へ進む。再生する映像コンテンツが過去に再生されたことがないと判断された
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場合、即ち、再生する映像コンテンツが初めて再生する映像コンテンツである場合には（
ステップＳ８０６：ＮＯ）、ステップＳ８０７へ進む。
【００４９】
　ステップＳ８０７では、制御部７０７が該放送番組の番組情報を記憶部７１２に保存す
る。さらに、領域変更部７０６に全領域の映像を外部表示部７１３に出力するように指示
する。それにより、全体映像が外部表示部７１３で表示される。
【００５０】
　そして、制御部７０７が描画部７０９に部分領域識別画像を作成するように指示する（
ステップＳ８０８）。具体的には、部分領域情報で指定されている領域の周囲を囲む枠を
描画（作成）するように指示する。それにより、部分領域識別画像が表示される。さらに
、タイマ７０８を用いて当該枠が表示されてからの時間を確認する。
【００５１】
　枠が表示されてから所定時間経過した後、制御部７０７が描画部７０９に枠の消去（描
画の終了）を指示する（ステップＳ８０９）。所定時間はどのような時間であってもよく
、ユーザーが適宜変更可能なものとする（５秒、１０秒、６０秒など）。そして、ステッ
プＳ８１０へ進む。
【００５２】
　ステップＳ８１０では、制御部７０７が部分領域情報で指定されている領域の映像を外
部表示部７１３に出力するように領域変更部７０６に指示し、ステップＳ８１１へ進む。
それにより、部分映像が外部表示部７１３で表示される。
【００５３】
　なお、本実施例では、制御部７０７は、部分領域情報で指定されている領域（部分領域
）が複数存在する場合に、外部表示部７１３から取得される解像度情報に基づいて複数の
領域から一つを選択する。そして、当該領域の映像を表示装置に出力するように、領域変
更部７０６に指示する。具体的には、制御部７０７は、解像度情報と、複数の部分領域と
を比較する。そして、サイズ（解像度）が、外部表示部７１３の表示可能な最大解像度以
下であり、かつ、最も大きい部分領域の映像を表示装置に出力するように、領域変更部７
０６へ指示する。
【００５４】
　以上述べたように、本実施例によれば、部分領域情報を含む映像コンテンツを再生した
ときに、まず全体映像が表示され、所定時間後、部分映像に表示が切り換えられる。それ
により、一度表示された他の映像（部分映像以外の部分）に興味を誘い、感覚的に再生中
の映像が部分映像であることをユーザーに認識させることができる。即ち、視聴している
映像が該映像の一部の領域を表す情報を含む映像コンテンツであることをユーザーに認識
させることができる。また、表示を全体映像から部分映像に切り換えることで、全体映像
と部分映像の位置関係をユーザーに認識させることができる。
【００５５】
　さらに、全体映像の表示と共に（映像再生装置の起動直後や選局直後に）、部分領域情
報で指定されている領域を表す部分領域識別画像（枠、文字、ロゴなど）を表示すること
で部分領域の存在をユーザーに瞬時に知らせることができる。また、再生する映像コンテ
ンツが過去に再生されたことがある場合には、ユーザーは再生する映像コンテンツに部分
領域が存在していることを認知しているものと考えられる。そこで、そのような場合に、
全領域の映像の出力を省略し（即ち、ステップＳ８０７などの処理を省略し）、部分領域
情報で指定されている領域の映像を出力する。それにより、全体映像から部分映像へ切り
換えるまでの時間を短縮することができ、視聴に専念できる環境を提供することができる
。
【００５６】
　なお、制御部７０７は、部分領域情報で指定されている領域が複数存在する場合に、領
域ごとに異なる色の部分領域識別画像を描画するように描画部７０９に指示してもよい。
例えば、領域ごとに異なる色（線種を含む）の枠を描画するように描画部７０９に指示す
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る。
【００５７】
　なお、本実施例では、描画部７０９が枠を描画する場合について説明したが、描画部７
０９は、図９のように、部分領域内の映像の内容を示す文字やロゴ（「ＵＦＯ」、「ＵＦ
Ｏと私」、「家の中」など）を描画してもよい。枠、文字、ロゴなどを組み合わせてもよ
い。
【００５８】
　なお、本実施例では、ステップＳ８０６において、再生する映像コンテンツが過去に再
生されたことがあると判断された場合にはステップＳ８１０へ進むものとしたが、所定の
期間よりも前に再生されている映像コンテンツに関しては考慮しなくてもよい。例えば、
再生する映像コンテンツが過去１ヶ月間で再生されたことがある場合にはステップＳ８１
０へ進み、それ以前に再生されていた場合には初めて再生するものとみなしてもよい（ス
テップＳ８０７へ進んでもよい）。所定の期間は、例えば、ユーザーやメーカーが設定す
ればよい。
【００５９】
　以上述べたように、本実施形態に係る映像再生装置によれば、重要な被写体を確認し易
い映像表示が可能となる。具体的には、視聴している映像が該映像の一部の領域を表す情
報を含む映像コンテンツであること、全体映像と部分映像の位置関係をユーザーに認識さ
せることができる。
【００６０】
　なお、本発明は上述した２つの実施例に限定されず、その要旨の範囲内で種々の変形及
び変更が可能である。
【符号の説明】
【００６１】
　１０１，７０１　アンテナ
　１０２，７０２　情報取得部
　１０３，７０３　信号分離部
　１０４，７０４　映像再生部
　１０５，７０５　メタデータ処理部
　１０６，７０６　領域変更部
　１０７　表示部
　１０８，７０７　制御部
　１０９，７０８　タイマ
　７０９　描画部
　７１０　合成部
　７１１　解像度情報取得部
　７１２　記憶部
　７１３　外部表示部
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